
 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
八
十
三
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
内
閣
府

告
示
第
三
百
六
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消

し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

釧
路
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

釧
路
市
阿
寒
湖
温
泉
地
区
共
生
型
福
祉
サ
ー
ビ
ス
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

釧
路
市
の
区
域
の
一
部
（
阿
寒
湖
温
泉
地
区
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す

る
。
） 

   



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
八
十
四
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
内
閣
府

告
示
第
二
百
三
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消

し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

秋
田
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

秋
田
市
地
域
密
着
共
生
型
福
祉
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

秋
田
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
八
十
五
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
内
閣
府
告

示
第
五
百
二
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

千
葉
県
及
び
い
す
み
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

ブ
レ
ー
メ
ン
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
推
進
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

い
す
み
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
八
十
六
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
内
閣
府
告

示
第
五
百
九
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

富
山
県
、
富
山
市
及
び
高
岡
市
並
び
に
富
山
県
中
新
川
郡
立
山
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

富
山
型
福
祉
サ
ー
ビ
ス
推
進
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

富
山
市
及
び
高
岡
市
並
び
に
富
山
県
中
新
川
郡
立
山
町
の
全
域 

 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
八
十
七
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
内
閣
府
告

示
第
五
百
二
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

伊
那
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

伊
那
市
地
域
共
生
型
福
祉
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

伊
那
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
八
十
八
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
内
閣
府
告 

示
第
五
百
二
十
九
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し 

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

大
垣
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

大
垣
市
地
域
密
着
型
福
祉
サ
ー
ビ
ス
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

大
垣
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
八
十
九
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
内
閣
府
告 

示
第
五
百
三
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し
た 

の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

伊
丹
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

い
た
み
支
え
あ
い
福
祉
ま
ち
づ
く
り
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

伊
丹
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
内
閣
府
告 

示
第
五
百
三
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し 

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

出
雲
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

出
雲
市
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

出
雲
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
一
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
二
年
内
閣
府 

告
示
第
三
百
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し 

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

宇
部
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

宇
部
市
障
害
児(

者)

支
援
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

宇
部
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
二
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
内
閣
府
告 

示
第
五
百
三
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し 

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

萩
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

萩
市
地
域
生
活
推
進
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

萩
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
三
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
内
閣
府
告 

示
第
二
百
七
十
七
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し 

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

愛
媛
県
南
宇
和
郡
愛
南
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

愛
南
町
地
域
共
生
型
福
祉
サ
ー
ビ
ス
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

愛
媛
県
南
宇
和
郡
愛
南
町
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
四
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
内
閣
府 

告
示
第
三
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し
た 

の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

大
牟
田
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

大
牟
田
市
あ
ん
し
ん
さ
さ
え
愛
地
域
密
着
型
ま
ち
づ
く
り
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

大
牟
田
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
五
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
内
閣
府 

告
示
第
七
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し
た 

の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

久
留
米
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

久
留
米
市
地
域
密
着
共
生
型
福
祉
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

久
留
米
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
六
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
内
閣
府
告 

示
第
二
百
八
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し 

た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

垂
水
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

垂
水
市
障
害
児
（
者
）
生
活
支
援
小
規
模
多
機
能
サ
ー
ビ
ス
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

垂
水
市
の
全
域 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
百
九
十
七
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
六
年
内
閣
府

告
示
第
三
十
四
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
付
け
で
取
り
消
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

新
宮
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

新
宮
市
安
全
で
安
心
な
給
食
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

新
宮
市
の
区
域
の
一
部
（
丹
鶴
地
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
） 

    


